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１ 出席者 

 (1) 委員１６人   

   相澤委員，池田委員，石坂委員，石田委員，小野田委員，数又委員，木村（一）委員， 

木村（雅）委員，榊委員，髙田委員，髙橋委員，玉利委員，西村委員，本田委員， 

三塚委員，箭原委員 

   （欠席：岸田委員，中村委員，畑委員，三浦委員） 

 (2) 事務局１５人 

      佐藤子ども未来部長，横田子ども未来部次長，原子ども企画課長， 

木村子どもサービス課長，小辻子育て支援課長，外山次世代育成課長， 

   長舩母子保健課長，藤澤子ども企画課係長，磯谷子ども企画課主査， 

尾形子育て支援課主査，木川子育て支援課主査，新井次世代育成課主査， 

渡邉母子保健課主査，阿部子ども企画課主事，渡邉子ども企画課主事 

 (3) 傍聴者１人 
 

２ 配付資料 

  資料１  第二期函館市子ども・子育て支援事業計画素案【たたき台】 

  資料２  計画策定スケジュールについて 

 

３ 会議録 

 
発言者 

 
発 言 要 旨 

 

 

１ 開会 

 

【事務局（磯谷主査）】 

 

 

 

 

（開会宣言） 

 

 

２ 子ども未来部長あいさつ 

 

 

【事務局（佐藤部長）】 

 

（部長あいさつ） 

 

 

４ 議事   

 (1) 第二期函館市子ども・子育て支援事業計画素案（たたき台）の協議について  

【会長】  それでは早速，次第に従って進めていきたいと思いますが，

この次の会議で計画の最終的な取りまとめになると思います。 

 今日は，その前の協議ということで，皆様の忌憚のない意見

を聞きながら進めたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 資料について，前回は切れ目なく続けて説明してもらいまし

たが，今回は長いので，中頃で前半・後半に区切って，それに

対する質問をいただきながら進めていきたいと思いますがよろ

しいですか。 

 では，７１ページまでを前半として，事務局の説明をお願い

します。 

 

 

【事務局（原課長）】 資料１に基づき前半部分（７１ページまで）を説明  
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【会長】  事務局から説明がありましたが，これらについて質問がある

方は，挙手をお願いします。 

 

 

 

【榊委員】  ３１ページの≪個別事業≫の「③ 夜間の多世代型子育てサ

ロンの開設」とありますが，この事業のモデルとなる具体的な

取組をお教えください。 

 

 

【事務局（木村課長）】  札幌市や旭川市において，新たな取組として，夜間の子育て

サロンが行われているということで，参考にさせていただきた

いと思っております。 

 函館市においては，どのくらいの頻度，箇所数が良いか，一

気に沢山ということにはならないと思いますが，まず，どのく

らいのところで始められるかということについて，検討しなが

ら進めてまいりたいと思います。 

 

 

【榊委員】 札幌は，月寒にある「ねっこぼっこのいえ」でよろしいです

か。 

そこは，ＮＰＯ法人が，事業を受託して行っているというと

ころなんですけれど，元々は，自分たちでニーズを掘り起こし

て，事業を立ち上げたという経緯なんですね。 

そして，多世代型と言っているので，今までの地域子育て支

援拠点事業とは，ちょっと別のものなのですが，直営型でやる 

ことをお考えなのか，どこかＮＰＯ法人に事業を委託するのか， 

どのようにお考えですか。 

 

 

【事務局（木村課長）】  事業の実施形態については，基本的に，市内の子育てサロン

において，委託事業として行っているところですので，委託に

よって行うことを検討しております。 

 

 

【榊委員】  そうしますと，この事業をやりたいＮＰＯ法人を公募すると

いうような理解でよろしいでしょうか。 

 

 

【事務局（木村課長）】  そうですね。実施に当たっては，子育て支援隊のときがそう

だったんですけれども，公募しております。 

 

 

【会長】  他にありますか。どうぞ。 

 

 

【髙橋委員】  資料２７ページのＳＤＧｓのところなんですけど，ＳＤＧｓ

は，次のページでどの事業にどの目標が当てはまるかを書いて

いますが，どこの項目が濃くて，どこが薄いかというのが結構

重要だと思うんですよ。その辺を視覚化して，薄い部分を計画

に盛り込んでいくということが大事だと思うんですけど，いが

かでしょうか。 

 

 

【事務局（原課長）】 ＳＤＧｓでは，１７の目標とその達成基準として１６９項目

が示されおり，その中での本計画における位置付けということ
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で，対応する目標を示しておりますが，濃い・薄いという視点

では今のところ整理しておりませんとので御理解いただきたい

と思います。 

 

【髙橋委員】  まだ始まったばかりだと思うので，割り振るだけになってい

るのだと思うのですが，本質的なところは，そこではなく，割

り振って終わりという訳ではないと思います。 

今後もっと未来を見据えたときに，どうやって足りない部分

を補ったら良いかというのが新たな視点になると思うので，そ

ういう方向性でやっていけたら良いなと思います。 

 

 

【会長】  他にありますか。はい，どうぞ。 

 

 

【木村（一）委員】 計画策定の趣旨等のところですけど，函館市子ども条例につ 

いて，委員の皆さんは，どのように理解しているのでしょうか。 

議論する上で基盤となると思いますので，子ども条例について 

議論する場があっても良いと思うのですが。難しいでしょうか。 

 

 

【会長】 この場では難しいかもしれないですね。 

 

 

【木村（一）委員】  では，子ども条例が市民に伝わっている認識を持っているの

かどうかを市にお伺いしたいのですが。 

 

 

【事務局（原課長）】  子ども条例につきましては，平成２８年から施行されており

まして，約３年ほど経過しております。 

その間，周知・啓発等を行ってきましたが，子ども条例は理

念を規定したもので，なかなか見えづらいというところも確か

にございます。 

子ども条例の理念に基づいた個別事業は「こどもなんでも相

談１１０番」等ございますが，条例自体の周知は，まだまだこ

れからも取り組んでいく必要があるものと考えております。 

 

 

【木村（一）委員】  子ども条例は，２０回ほど集まって作り上げてきたというも 

のです。それが，幼児教育から小・中学校，高等学校を含めて， 

どれだけ浸透しているのかが，計画を策定する上で，基盤とな 

るのであれば，子ども条例の理解が大事なのかなと思いました。 

 それと，資料の個別事業等を見ると，どの文章も文末が「努

めます」とか「図ってまいります」といったふうになっていま

すが，計画期間の５年間を「努めます」と言っているだけで良

いのか，今必要な事業を「やります」という言葉で示すべきで

はないかなと思います。 

 人材不足という困難な状況で０から１８歳までの子どもをど

のように育成していくかを考えると，もっと実効的な言葉を使

うべきではないかと思うのですが，難しいでしょうか。  

 

 

【事務局（原課長）】  表現につきましては，書きぶりに思いの差が出てしまってい 

るのではないかという御発言だとは思いますが，我々としては， 
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表現の違いによる思いの差はないと思っております。 

 ただ，思いや表現については，どのように反映できるか，こ

ちらの方で，もう少し考えさせていただきたいと思います。 

 

【相澤委員】 先程の話に関連すると思うのですが，計画を策定することの

大目標は何なのかということを確認したいのです。 

これは，函館市の人口減，子どもの数の減少に歯止めを掛け

るというのが第一目標だというふうに考えてよろしいですか。 

 

 

【事務局（原課長）】  はい，目標の１つだと思っております。 

 

 

【相澤委員】  ３ページ，４ページに示されている推計を見ますと，ずっと

減少し続けている現実が書かれていますよね。 

 函館市としては，人口減少の下げ留まりはどの程度かという

考えはありますか。 

 

 

【事務局（原課長）】  かなり長期的なものにはなりますが，そちらで推計値を出し

ているというところでありますが，減少傾向が続くという表現

になっているかと思います。 

 

 

【相澤委員】  そうだとすれば，やはり数値目標が必要だと思うんですよ。 

例えば，１８歳未満人口がこの数値を下回ると市として機能

を維持できないとか，最低限この人数は必要であるという数値

を示すべきだと思うんですよ。その数値を示した上で，こうい

う施策が作られていくと。 

つまり，この施策をやれば，この数値を下回らないだろうと。 

そこから，Ｖ字回復ではないけれども，その施策を更に充実さ

せることによって，函館市の子育て環境が良くなっていく，イ

コール，人口，子どもの数が増えていく。市民に向けての提案

というのは，そういうことだと思います。 

 先程，木村さんが言っていたのも，そういうことなのだと思 

います。「努力します」だけでは，具体的な内容が伝わらない。 

 大前提として，そういった記述があるのかなと思いましたが， 

なかったので，必要なのではないかと。 

 そうなると，先程お話しにも挙がりましたＳＤＧｓについて

も精査をしながら，次の施策を作っていくということも大事だ

と思います。世界的にこういうものが基準になっているので，

こういうことも含めて検討しますというだけ示されても，具体

的な内容が見えづらいです。 

 だから，先程の髙橋委員の質問に対しては，次の計画期間で

は具体的に検証しながら，足りない施策については，作ってい

きますというような記述をした方が良いのではないかと思いま

すし，何が足りないということを検証するために，具体的数値 

目標があれば，達成できなかったものを明らかにしやすい。そ

のためにも，人口減の最低限はここまでという根拠を持った数

値目標を示す必要があるのではないかと思いますが，いかがで

しょうか。 
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【事務局（原課長）】  人口に関する部分の御意見ですが，函館市においては「人口 

ビジョン」を策定しておりまして，その中で「人口の将来展望」 

という記載がございます。こちらと，この計画とどのように整

合性が取れるのかというところを一度整理したいと考えており

ます。 

 また，この計画の人口減少に関するところとしましては，23

ページの第３章の「基本的な視点」の７で，少子化の進行に対

する視点を記載しているところです。 

 そういう点も含めて，最終的に目標値や方向性をどのように

展開できるのかを整理したいと思っております。 

 

 

【会長】  はい。他にありますか。どうぞ。 

 

 

【箭原委員】  大きな話が出た後に，細かい話をするのは恐縮なんですけど， 

まず確認したいのは，この後も文言整理とかは続けられますよ

ね。 

 この１ページ目の３段目と，６段目にも「いるなか」とか，

「こうしたなか」とか，文字が重なったりして，３行目は「い

るなか」で良いのかなと思ったので，その確認でした。 

 同じく１ページ目，「Ⅱ 計画の位置付け」の中で，「市町

村子どもの貧困対策計画」というふうに出てきていますが，恐

らく昨年，北大との合同での貧困調査を行っていると思います

が，その実施についての部分は，あえて入れていないのか，ど

うなのかという疑問がありました。 

 あと，２２ページ「３ すべての子どもと家庭への支援の視

点」の２行目で，「児童虐待や引きこもりに至る」というとこ

ろで，虐待までは分かるんですが，引きこもりについては，ど

の方の引きこもりになるのかということが，ここでは読み取れ

ないと。虐待と引きこもりが並列になっているので，ひょっと

したらお母さんの引きこもりを想定したのか。それとも，大き

くなった子どもの引きこもりを想定したのか分からないんです

が，ここの整理が必要なのかなと思いました。 

 

 

【事務局（原課長）】  まず，２２ページにつきましては，若干言葉が足りない部分 

もあるかと思いますので，整理させていただきたいと思います。 

 また，貧困の部分につきましては，北海道は，北大と連携し

て，生活実態調査を行っています。本市においても，そういっ

た調査を参考として，平成２９年に調査を行っております。こ

の生活実態調査や昨年度行ったニーズ調査も含め，第二期計画

に反映させております。 

 

 

【箭原委員】  平成２９年だから書く必要もないのでしょうが，書いた方が

実績として示せるのと，この調査を根拠にしているというのが

分かるのかなと思いましたけど，それは事務局の方で考えてい

ただければ良いと思います。 
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【会長】  最終的な詰めの部分で検討してください。 

 では，他にありますか。 

 

 

【小野田委員】  ５３ページのところなんですが，現状と課題の上から３行目 

「書店やビデオレンタル店での有害図書等の取扱い」とありま

すが，コンビニやスーパーは入っていないんでしょうか。 

 本は，コンビニやスーパーにもあります。私が一番気にして

いるのがコンビニですが，コンビニに入ってすぐに有害図書が

目に入ってくるので，そこをもっとチェックしていただければ

と思っているのですが，どうでしょうか。 

 それと，その下の「不登校の児童・生徒に対しては，個別ま

たは小集団での相談や指導を行う」というところで，これは，

申し込んでからどの程度待たされるものなのですか。 

 噂では，半年待ちとか，長い間待たされて，そのうち諦めて

しまうという非常に残念な話を聞いたので，何とかしていただ

きたいと思います。 

 また，この中では，親と子が一方的に悪いかのように捉えら

れていますが，先生はどうなんだろうとか，学校はどうなんだ

ろうとかいうことも考えていただきたいと思っています。 

 

 

【事務局（外山課長）】  年に１回，有害図書の販売状況の一斉立入調査を記載のとお

り行っております。 

 以前，コンビニでは，成人向け図書とそれ以外の図書とを仕

切りをして表示していたのですが，最近は，子どもにとって有

害な図書について，撤去されているコンビニも多くなっていま

す。ただ，市内には，いろんな業者がいて，まだ取り扱ってい

るところもありますので，確認した上で，計画に盛り込むかど

うかを検討したいと思います。 

 

 

【事務局（原課長）】  不登校への対応につきましては，計画に文言として入れるこ

とができるかも含め，実態を確認させていただいてから対応し

たいと思います。 

 

 

【会長】  その他にありますか。どうぞ。 

 

 

【本田委員】  今の不登校対策の「適応教室」のところで，「学校への復帰

に結びつけている」という表記があるのですが，今，不登校の

支援ですとか対策については，学校への復帰を最終目標にしな

いという方針で進んでいるところもあります。目指すところは

多様な学びの機会や場所の確保で，子どもの居場所として多様

な選択肢を提示して，学校の中に居場所がなくても，他のとこ

ろに居場所ができるように，ということで進んでいますので，

ここの文章にもそういったニュアンスを含めていただけると，

これを見た保護者や本人，不登校という問題に関わっている人 

たちにも，市の対応は進んでいると伝わるのかなと思いました。 

函館市では適応指導教室を運営していると思いますが，それだ 

けではなくて，フリースクールですとか，夜間中学校ですとか， 
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小・中学生だけなく若者の居場所づくりを含めて追加で記載し

ていただけると良いのではないかと思います。 

 その関係で，個別事業のところに「スクールソーシャルワー

カー」が別なところにあり，ここに含まれていなかったり，教

育相談に関わる部分もここにはなかったりします。関連すると

思いますので，入れていただけると良いと思います。 

 あと，補足で，「スクールロイヤー」という弁護士さんを雇 

用するということについて，来年度，文科省の方で全国に約 

３００人配置するということで，先月，話題になっておりまし

たが，そういった弁護士さんの活用ということも，今後５年間

を考えたら，計画に反映させると良いのかなと思います。 

 

【事務局（原課長）】  御意見をいただきました部分について，スクールロイヤーも

含めまして，関係部局と内容を確認させていただいて，できる

限り反映するような方向で調整したいと考えておりますので，

よろしくお願いします。 

 

 

【会長】  では，そろそろ後半に進んでもよろしいでしょうか。 

 それでは，７３ページから，事務局の説明をお願いします。 

 

 

【事務局（原課長）】 

 

資料１（７３ページから最終ページまでの部分）および資料

２に基づき説明 

 

 

【会長】 では，後半について，質問がある方はいますか。 

はい，どうぞ。 

 

 

【木村（一）委員】  先程の説明で，幼稚園・保育園，小学校，中学校の連携が公

立のみということになっていると。先般，北海道でも，教育基

本計画の各振興局で実施される項目の中で，幼稚園，保育園お

よび認定こども園と小学校との連携を強く訴えていくという考

えを示していますが，函館市でもこの計画の中にもそういった

考えが入っているのかどうなのか伺いたい。 

 それと，３歳から５歳までの幼児教育・保育の無償化につい

てですが，これは国の施策であって，もっと充実させるという

ことであれば，函館市独自の無償化以外のものが考えられるの

かと思います。貧困の問題とも関係があると思うのですが，働

き方改革の中，育児休業や介護休業に対する保障について，ど 

のような施策を考えているのかというのは，大きな問題なので， 

計画に入れても良いのかなと思います。 

 

 

【事務局（木村課長）】  まず，幼児教育に関してですが，北海道が中心となって進め

ているところではあります。今，新たな動きとして，北海道で

も幼児教育推進センターの設置などの取組が始まっておりまし

て，そういった動向も踏まえて，市としてどのような取組がで

きるか考えて参りたいと思います。 

 また，幼児教育・保育の無償化につきましては，国による無

償化は，１０月１日から始まったんですけど，函館市におきま
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しても，以前から，独自の軽減ということで，北海道の補助事

業等も活用しながら，年収６４０万円未満世帯の第２子以降の

無償化ですとか，国の保育料の階層よりも段階を細かくして， 

保育料を更に低く設定するという独自軽減を行っておりまして， 

こちらは今後も継続していきたいと考えております。 

 

【事務局（原課長）】  育児休業に関する取組に関しましては，「仕事と子育ての両

立のための基盤整備」のところで記載しておりますが，幼児教

育・保育の無償化とも関連があるのではないかという御意見か

と思いますので，施策の方向性を含め，どのように記載できる

のか整理させていただきたいと考えております。 

 

 

【木村（雅）委員】  木村委員の方から，幼小連携のお話がありましたが，これは

教育委員会の管轄になると思いますが，昨年度，函館市で教育

振興基本計画というものを策定して，これは，国や道の基本計

画を踏まえての向こう１０年の基本計画ですが，こちらの方に

も幼小連携の部分，さらに，高等教育機関との連携と，幅広く 

計画に位置付けております。毎年度の具体的な施策については， 

教育委員会で重点推進事項として提示されていますので，幼小

連携については，その辺で網羅されているのかなと思います。 

 教育委員会の施策まで細かく踏み込んでしまうと，そこだけ

でもものすごく厚くなってしまうと思いますので，教育委員会

において実施されることを，私たちが理解しておけば良いのか

なと思っておりました。 

 

 

【会長】  これは，計画の中に，教育委員会の計画書を参考として入れ

ておくべきということでしょうか。 

 

 

【事務局（原課長）】  記載内容につきましては，教育委員会の教育振興基本計画と

の整合を図りながら，どのような記載をすべきか今後整理させ

ていただきたいと思います。 

 

 

【会長】  他に質問はありますか。はい，どうぞ。 

 

 

【木村（一）委員】  今，木村委員から教育委員会の計画に幼小連携が位置付けら

れているとの話がありましたが，私立の学校は含まれていない

と思います。私立幼稚園とその近隣の小学校とでは，連携して

いると思いますが，函館市として，０から１８歳までの子ども

たちの教育の充実というところで，教育委員会の計画とこのた

たき台とでは，大きくかけ離れている部分があると私は思いま

す。 

地域社会とはなんぞやと言ったときに，地域全体で考えてい

くべきで，そういう意味からすると，幼小の連携だけでなく，

小学校と学童の連携や，児童館等も含めた連携についての施策

が，これからは必要になってくると思います。 

そうであるならば，公立・私立といった区別なく，もちろん

私立の独自性というものもあるとは思いますが，同じように考
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えていかなければならないかと思います。 

 函館市の子どもたちは，どこの学校に行っても同じような恩 

恵が受けられるといったことが必要なのではないかと考えます。 

 

【相澤委員】  今，木村委員がおっしゃったことは，教育委員会でやってい

るから，市はやらなくてＯＫということではないんですよ，と

いうことだと思います。 

教育委員会が作った施策に従ってやりなさいとできるのは，

函館市立の学校しかない訳です。 

けれども，この計画は，学校設置者とは関係なく，函館市の

子育て支援の一環として，函館市の幼稚園，学校はこのように

やってくださいと全体に示すものなんです。 

なので，そういった意味では，木村委員が言いたいことは，

もう少し分かりやすく，全体に示すものが，この計画に書かれ

て良いのではないか，というということだと思います。 

 おそらく，一般の市民の方は，そういった違いというものが

分からないと思うんです。だから，そういった違いというもの

を埋めていくという観点が，この施策を作る上で必要なのでは

ないかと思います。 

 

 

【会長】  今，委員の言っていたことは，事務局も理解したと思います

ので，よろしくお願いします。 

 

 

【髙田委員】  関連して。例えば，放課後児童クラブに通っている小学生の

子どもにいろいろな問題を感じたとき，なかなか担任の先生と

話をしても解決が難しいです。個人情報の問題が，ネックにな

っているからです。 

 私たちの場合，子どもが宿題をやってこないといったときに

どのような対応をすれば良いかという問題も，親に確認してか 

らでないと，担任の先生と話ができないという状況にあります。 

 こういったところは，もう少しスムーズにできるように，定

期的に集まって，子どもについて，今こういう状況ですとか， 

情報を共有できれば，解決につながりやすいのかなと思います。 

 ただ，個人情報の保護という問題がありますので，難しいで

す。そういったことも御理解いただければ，先程の話ももう少

し見えてくるのかなと思います。 

 

 

【会長】  事務局の方で，木村委員や髙田委員の話を詰めてもらえれば

と思います。 

 はい，髙田委員。 

 

 

【髙田委員】  児童虐待のところなんですが，今，東京目黒の件で，裁判が

あって，父親が教育をしようと思っていた，きちんと育てよう

と思っていたという言い方をしているんですね。これは，かな

り厳しい中身だと思います。 

 やはり，家庭の中は見えないし，人それぞれの考え方の違い

で，外から見たら，とんでもないことをやっていてひどいなど
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と思いますが，その当事者は，そのように意識していないとい

うことが大きな問題です。 

 虐待の対応だけではなくて，それ以前の，子どもとはどうい

うものなのかとか，親子関係というのはどういうものなのかと

いうことを，市として，アピールしていかないと，この問題と

いうものは絶対出てくると思っているところです。 

 

【外山課長】  国の方でも，体罰はいかなる理由であってもいけないという

ふうに児童福祉法が７月に改正され，教育が理由であっても，

親は体罰をしてはいけないということになっております。 

 

 

【髙田委員】  「こういうのも虐待です」といったリーフレットを見たこと 

があるんですけど，市民の皆さんの手元にはそれほど渡ってい

ないと思います。 

 それを広く配るとか，コミュニケーションする場をもっと設

けるとかしないといけないのかなと思います。 

 虐待は，極端な人がやる訳ではないと思います。 

 私は，学童の研究交流集会で，虐待についての話を伺う機会

がありますが，お母さんたちの話を聞くと，体罰をしてしまう

って言うんですね。今日，お話しを聞いて，明日からしないよ

うに頑張ろうと思っても，やっぱりやってしまうんだよねって

言うんです。１週間もつかなって。そういうのは，どこの家庭

でも抱えているのではないかと思います。 

 だから，市民に対して，こういう子育てをしていこうという 

のが発信されないと，なかなか難しい問題なのかなと思います。 

 

 

【外山課長】  児童虐待について，もっとＰＲした方が良いのではないかと

いう御意見ですが，計画の１０６ページに，「児童虐待対応マ

ニュアルや児童虐待防止啓発用カード等を作成し，関係機関に 

配布するとともに，保護者をはじめ広く市民に周知することで， 

児童虐待の防止および対応に関する意識啓発を図る」というふ

うに掲載しております。 

 児童相談所においても，１８９番という児童相談所全国共通

ダイヤルのポスターで啓発しておりますし，１１月には，児童 

虐待防止推進月間というような取組をしておりますが，ただ今， 

髙田委員からもお話しがあったとおり，小さなこと，例えば，

朝ごはんを食べさせずにそのまま学校に行かせたりという，育

児放棄につながるような事例も含めて，もっとＰＲをして，児

童虐待防止に努めて参りたいと思います。 

 

 

【箭原委員】  １０４ページの児童虐待の「現状と課題」に関する部分で，

中核市も児童相談所を作ることができるということになってい

ます。そして，個別事業に入れてもらいました「子ども家庭総

合支援拠点」の設置をするというところで，この「子ども家庭

総合支援拠点」を発展的に大きくしていくことで，児童相談所

の設置に結びつけるということが，「現状と課題」に出てきて

も良いのではないかと思います。 
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 中核市でなければ児童相談所の設置というのは相当高いハー

ドルになっているということですが，中核市は，児童相談所を

設置できるとなっています。 

 市の方も御存知でしょうが，中核市では２箇所，東京２３区

は全区で，児童相談所を設置するという計画であると聞いてお

りますので，道内では旭川市で市児相を作るということを考え

ると，最終的に作るかどうかは別としましても，函館市でも課

題として挙げても良いのかなと思います。 

 そういう意味では，「現状と課題」の一つ目に当所の話が出

てきていますけれど，この件数の６割強くらいが函館市の虐待 

事案ということですので，ここに載せるかどうかは別にしても， 

課題として認識しておく必要があるのではないかと考えており

ます。 

 そして，「現状と課題」の二つ目ですが，「また」で始まっ

ていますが，これは間違いかなと思います。上の文章から続い

てくるんですけど，多分「結果として」と始めるのが正しいの

かなと思います。 

 あと，１０９ページの「障害児計画相談支援」という事業名

で正しいのか，ひょっとしたら「障害児計画・相談支援」とか

にならないのかというところを確認していただきたいのと， 

１１１ページの「函館特別支援教育研究会」がどういったもの

なのかということを伺ってもよろしいでしょうか。 

 

【事務局（原課長）】  文言や事業名等の確認につきましては，確認の上，後日，回 

答させていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

 

【木村（雅）委員】  「函館特別支援教育研究会」については，特別支援学級の先

生方が入っているサークル名です。ですから，公的なものでは

なく，函館市の小・中学校の先生からなる私的な団体です。 

 

 

【数又委員】  例えば，国語だったら国語教育研究会だったり，数学教育研

究会だったりがあるように，特別支援教育研究会があって，特

別支援学級の先生方が集まっているんですね。 

 

 

【会長】  なるほど。回答が出てきました。 

 よろしいでしょうか。 

 他に質問があれば，事務局にメール，電話で連絡して，次回

１１月２０日の会議のときに回答をもらうということで，よろ

しくお願いします。 

 最後に，事務局から何かありますか。 

 

 

 (3) その他  

【事務局（原課長）】 次回の会議についてのお知らせですけれども，１１月２０日

（水）を予定しております。開催日に近付きましたら，書面に

て出欠の確認をさせていただきますので，よろしくお願いいた

します。 
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 次回につきましては，計画の素案の取りまとめということで

協議したいと考えております。 

 また，御意見等提出される方に関しましては，特に様式は定

めておりませんので，内容について，ファックスやメールにて

事務局の方に御連絡いただければと思います。できれば，１０

月下旬をめどに提出していただきますようよろしくお願いしま

す。 

 以上でございます。 

 

【会長】 はい，ありがとうございました。 

 

 

５ 閉会  

【会長】 それでは，本日の会議を終了したいと思います。 

皆さん，お疲れ様でした。 

 

 


